
番
号

県（国）担当課
窓口 1年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目

立地表明
用地買収 造成工事

契約締結 工事着工　竣工　　　　　　
機械の設置

操業開始

1  立　地　表　明 企業立地推進課

2  立　地　協　定
企業立地推進課
市町村企業誘致担当課

3
企業立地推進課
市町村 （測量、境界確認、土地鑑定、登記簿謄本の調査）

4  各　種　協　議
企業立地推進課
市町村 （代替地の確保、漁業権、地元説明会、里道・水路、税務署協議）

5
都市計画課
市町村

（５ｈａ以上の開発行為については事前協議（工業団地については適用除外）

6 生活環境企画課

7
農地農振室
市町村

（造成工事・用地買収の少なくとも８カ月前まで変更申請）

8
農地農振室
市町村

（造成工事・用地買収の少なくとも２カ月前までに許可申請）

9
森林保全課
県振興局

（造成工事の前までに許可）

10 都市計画課
県土木事務所・大分市・別府市

（事前協議）
（完了公告後でなければ建築物の建築ができない）

11 景観自然室 （工事等の行為の着手前までに許可（届出））

12 景観自然室 （工事等の行為の着手前までに許可（届出））

13 土地開発公社

14
文化課
市町村教育委員会

（工場用地の造成は３０ｈａ以上の場合対象）（造成工事着工までに評価書縦覧を終了．手続開始～評価書縦覧ま
での期間は事業によって異なる）

（造成工事着手までに開発行為の許可）
（申請）（検査・完了公告）

許認可・手続きの内容

大規模土地利用事前指導要綱

農業振興地域の整備に関する法律

　農地法

　森林法

　都市計画法

企業立地の主な流れ

　環境影響評価法又は条例

 各　種　調　査

　自然公園法及び大分県立
　自然公園条例、景観法

　用地買収

　文化財保護法及び文化財保護条例

種の保存法及び大分県希少野
生動植物の保護に関する条例

　　　　 企 業 立 地 に 伴 う 許 認 可 の ス ケ ジ ュ ー ル 表



番
号

県（国）担当課
窓口 1年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目

立地表明
用地買収 造成工事

契約締結 工事着工　竣工　　　　　　
機械の設置

操業開始

15  造成工事
土地開発公社・地域振
興整備公団

16  用地売買契約
土地開発公社・地域振
興整備公団 契約締結

17
都市計画課
市町村 　 契約日を含め２週間以内に届ける

18
企業立地推進課
県振興局

建設着工の９０日前までに届ける

19
建築住宅課
県土木事務所

建設着工までに確認済証の交付を受ける

20
建築住宅課
県土木事務所 （建築着工までに届出）

21
建築住宅課
県土木事務所 （工事完了後、４日以内に申請）

（事前協議） 　 電力申し込み 　

 （事前協議） 　電力申し込み 　 　 送電

　 （事前協議） 電力申し込み 　 　 　

23
消防保安室
市町村消防署

（設置の許可申請） 　 （使用開始届出）

24
消防保安室
市町村消防署

　 （消防用設備の設計の事前相談） （設置届）

25 消防保安室
事前申請 許可申請

　完了検査

26
建築住宅課
県土木事務所 工事着工 竣工

27  

28
水質汚濁防止法又は瀬戸内海環
境保全法による届け出

環境保全課
保健所

29 下水道法 市町村下水道課 (建物工事着工６０日前までに届出）

 工場立地法の届出
　(特定工場の届出)

　完了検査（建築確認）

　消　防　法（消防用設備）

　電力受電関連手続き（２２ｋＶ）

（設置届出の場合
は不要）

設置届

（建設工事着工の６０日前までに届出、
瀬戸内は許可後に建設工事着手）

　建築工事届（建築確認）

　国土利用計画法（第２３条）
（土地売買等に関する届け出）

　建築確認申請

　電力受電関連手続き（６６ｋＶ）

　消　防　法（危険物）

　高圧ガス保安法

　電力受電関連手続き（６ｋＶ）

九州電力（株）

環
境
関
連

　建　設　工　事

　機械設備の設置

22

許認可・手続きの内容

企業立地の主な流れ



番
号

県（国）担当課
窓口 1年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目

立地表明
用地買収 造成工事

契約締結 工事着工　竣工　　　　　　
機械の設置

操業開始

30 騒音規制法
環境保全課
市町村

31 振動規制法
環境保全課
市町村

32 大気汚染防止法
環境保全課
保健所

33 悪臭防止法
環境保全課
市町村

34
大分県生活環境の保全等に関
する条例

環境保全課

35 公害防止協定
企業立地推進課
市町村

（市町村と協議）

36
労働安全衛生法による計画
届等

労働基準監督署 （建設工事着工の３０日前）

37
労働基準法（就業規則の届
出等）

労働基準監督署

38 社会保険新規適用届出 社会保険事務所

39
労働保険保険関係成立届
雇用保険適用事業所設置届出

労働基準監督署
公共職業安定所

（成立・設置後１０日以内）

40 法人開設届出 県税事務所 法人開設届出

41 法人開設届出 市町村税務課 法人開設届出

42 償却資産届出 市町村税務課 申告

43 不動産取得の申告（土地、家屋）
税務課
県税事務所

土地取得の申告 家屋取得の申告

44
法人設立届出及び給与事
務支払事務所の開設届出

税務署 法人設立届出

45  操 　　　    業 　 操業開始

法
人
関
連
等

環
　
境
　
関
　
連

許認可・手続きの内容

（建設工事開始の６０
日前までに届出）

（建設作業開始の
７日前）

（特定施設設置工事
の３０日前）

（特定施設設置工事
の３０日前）

（特定施設設置工事
の６０日前）

（建設作業開始の
７日前）

（法人設立後届出・
要事前相談）

（届出は必要なし、規
制基準の遵守）

労
働
・
厚
生
関
連

企業立地の主な流れ



番
号

県（国）担当課
窓口 1年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目

立地表明
用地買収 造成工事

契約締結 工事着工　竣工　　　　　　
機械の設置

操業開始

46 ふるさと融資(市・県)
ふるさと財団
県政策企画課・市町村

    融資実行 融資実行

47
過疎地域等企業立地特別資金、
企業立地促進資金

経営金融支援室・企業
立地推進課

認定願(県) 申込(銀行)
融資実行

48 企業立地促進補助(県) 企業立地推進課　    操業後一年以内に申請

49 地域雇用開発促進助成金 公共職業安定所 （事前に事業所設置・整備及び雇入計画書を提出）

50 産業再配置補助金
経済産業局
市町村

建物着工後５年以内に申請

51
電源過疎地域等企業立地促進事
業費補助金

市町村 （設備投資の前に事前に申請）

52 補助金（市町村） 市町村    市町村の定める日までに申請

53 課税免除申請（法人事業税）
税務課
県税事務所 課税免除申請

54 課税免除申請（不動産取得税）
税務課
県税事務所

建物の課税免除申請

55 産業振興条例
企業立地推進課
県振興局

適用工場の指定申請

56 課税免除申請（固定資産税） 市町村税務課 課税免除申請

 
　
税
減
免

補
　
助
　
金

土地の課税免除申請

融
資

申請(市町村・県)    事前協議（市町村・県）

企業立地の主な流れ

許認可・手続きの内容




